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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、多様なステークホルダーに対する責任を果たしていくための基盤として、
コーポレートガバナンスを強化することは経営の最重要課題の一つであると認識しております。その基本的な考え方のもと、コーポレートガバナン
ス体制の充実を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する取り組みを継続的に実施しており、コーポレート・ガバナンスコードの
各項目を遵守していることから、本欄に記載すべき事項はないものと認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

(1)上場株式の政策保有に関する方針

　当社は、事業運営上の必要性及び保有の妥当性を取引状況等により検証し、保有リスク・資本コスト等を総合的に勘案して保有意義の有無を

年１回取締役会で精査しております。保有意義のない株式は原則保有しないこととし、2028年度の政策保有株式の連結純資産比率5.0％以下を
目標に、政策保有株式の縮減を進めております。

　2025年度は、上場株式2銘柄及び非上場株式1銘柄、約165百万円（売却時時価）の売却を実施しました。

　なお、2026年3月期末時点の政策保有株式の純資産比率は、8.4％です。

　特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報は有価証券報告書に記載しております。

有価証券報告書

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/securities-report/

(2)保有株式の議決権行使基準

　当社は、企業価値の向上の観点から、保有先企業の議案の合理性を総合的に判断の上、議決権を行使しております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

　取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規程において取締役会の決議事項としております。

　また、取締役及びその近親者等の関連当事者と会社との取引の有無については、定期的に調査を実施しております。

　主要株主等との取引において、売上高、仕入高及び仕入割引についての価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上適切に決定

しております。

【補充原則2-4-1　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　当社は「人事ポリシー」に則り、採用・育成や中核人材への登用を行っております。人事ポリシー、人材育成、職場環境整備の取り組みにつきま
しては当社ウェブサイトで開示しております。

サステナビリティ　Social（社会）

https://www.kanaden.co.jp/sustainability/esg/social/

＜女性管理職比率と登用（女性の活躍推進）＞

　2026年3月時点で、当社における女性管理職比率は現在1.4％です。2030年3月までに女性管理職比率を10％に引き上げることを目標として、人
事制度の改革や職場環境改善に取り組んでおります。

　また、女性管理職比率引き上げに向けた取り組みの一環として、一般事業主行動計画において、女性社員の昇格人数を、2025年度実績に対
し、2028年度までの3年間で30％向上させることを目標に掲げ、職群制度の撤廃や研修制度の拡充に取り組んでおります。　

＜外国人管理職比率と登用＞

　2026年3月時点で、当社において外国人の管理職はおりませんが、採用活動や管理職への登用においては、国籍の差別なく公平に取り扱って
おります。グローバル化が加速する事業環境における競争力を一層強化するため、国際性を有する人材の採用と育成を重視しております。

＜管理職に占める中途採用者の割合と登用＞

2026年3月時点で、当社において中途採用者の管理職比率は19.3％です。

また、執行役員6名のうち、1名が中途採用者です。（2026年6月23日時点）

　

今後も多様な経験や視点を有する人材の積極的な採用・登用を進めてまいります。



【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業会計における将来リスクの軽減や従業員自身が自らのライフプランに合わせて柔軟な資産形成ができるよう確定拠出年金制度（D
C）を導入しております。制度の運用・記録・資産管理にあたっては高い専門性を有する適切な運用機関を選定し、委託をしております。また、従業
員に対しては資産形成に関する投資教育を毎年継続的に実施しております。

【原則3-1　情報開示の充実】

(1)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

＜企業理念＞

　当社グループは、企業理念として以下のミッション・ビジョンを策定しております。

　ミッション（存在意義）　技術と創意で一歩先の未来へ導く

　　当社グループの技術と創意、そしてパートナー会社の技術を掛け合わせたソリューションで世の中をより良い未来へ導いていきます。

　

　ビジョン（ありたい姿）　Creating New Value for Society

　　お客さまやパートナー会社、ひいては社会全体のために常に新しい価値を創造し続ける集団となり、事業活動を展開してまいります。

企業理念

https://www.kanaden.co.jp/corporate/philosophy/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜マテリアリティ（重要課題）＞

　当社グループが持続的な成長を実現するために、重要な課題を当社のグループのマテリアリティとして特定し、開示しております。一つひとつの
マテリアリティに真摯に取り組むことで、社会課題の解決と当社グループの持続的な成長の実現へ繋げてまいります。

　詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。

マテリアリティ

https://www.kanaden.co.jp/sustainability/materiality/

＜中期経営計画（True Solution 2028）＞

　3カ年中期経営計画「True Solution 2028」を2026年度より取り組んでおります。「真の課題解決力を追求し強固な経営基盤により、高収益構造の

確立と持続的な成長を加速する」ことを基本方針とし、最終年度の経営数値目標として、①営業利益82億円以上、②営業利益率5.0%以上、③ROE

10.0％以上、非財務指標としてマテリアリティに沿った10個の中期目標を設定しております。

　詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。

中期経営計画

https://www.kanaden.co.jp/ir/plan/

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報１．基本的な考え方をご参照くださ
い。

(3)役員報酬等の決定に関する方針

　　本報告書Ⅱ.1.【取締役報酬関係】をご参照ください。

(4)取締役・監査役等の指名・選任方針と手続

　経営の監督を担うにふさわしい人格、見識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討し、十分に能力のある者を、取締役候補につい
ては指名・報酬諮問委員会の諮問を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得て指名しております。

　また、指名・報酬諮問委員会において、業務執行部門の統括責任者にふさわしい人格、見識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に
検討し、十分にその能力がある者を執行役員に選任しております。

(5)取締役・監査役の指名・選任理由

　取締役並びに監査役の経歴及び選任理由等については、「株主総会招集ご通知」で開示をしております。

株主総会招集ご通知

https://www.kanaden.co.jp/ir/stocks/meeting/

【補充原則3-1-3　サステナビリティについての開示】

　当社では、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」を重要な経営課題として認識しており、サステナビリティ方針のもと
様々な取組を行っております。

＜サステナビリティ方針＞

　私たちは、企業活動のあらゆる面においてサステナビリティへの高い意識を持ち、実践していくことで、「エレクトロニクスソリューションズ・カンパ
ニー」として、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。

ⅰ.SDGsへの取組を通じ、社会・環境問題の解決に貢献し、持続的な成長を実現します。

　省エネ機器や再生可能エネルギービジネスの拡大により、低炭素社会、循環型社会の実現に貢献します。

　社会インフラ事業や監視・防災・減災ソリューションを通じ、安心・安全な社会づくりに寄与します。

ⅱ.公明正大な経営の実践により、社会から信頼される企業を目指します。

　適切なコミュニケーションを通じ、全てのステークホルダーの信頼と期待に応えます。

　法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、良識ある企業活動を心がけます。

　なお、サステナビリティに関する取り組みの強化に向けて、代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しました。委員会は取締役
会においてサステナビリティに関する適切な決定や監督が行われることを補助するため定期的に開催し、各委員がサステナビリティに関する調査



を行い知見を深めるとともに、委員会において集中的に討議した結果を取締役会に具申することとしております。

　気候変動の課題は最優先事項と認識し、TCFDの枠組みに沿った開示につきましても当委員会において検討を進めてまいります。

　取り組みの詳細は有価証券報告書及び当社ウェブサイトで開示しております。

有価証券報告書

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/securities-report/

サステナビリティへの取り組み

https://www.kanaden.co.jp/sustainability/

人的資本への取り組み

https://www.kanaden.co.jp/sustainability/esg/social/

　また、当社は商社という業態から、特許法等で保護される知的財産の保有は極めて少数です。しかしながら、当社が持続的に成長を続ける上
で、永年培われてきた技術・ノウハウ等をさらに進化させていくことは必要不可欠です。当社はこれらを、競争力の源泉である「知的財産・無形資
産」であると位置づけております。現在取り組んでおりますカナデンAX＋では、それらをデジタルデータ化して蓄積し、生成AI等を利活用することに
より一層の競争力強化を図っております。

【補充原則4-1-1　取締役会の決定事項等】

　本報告書Ⅱ.2.をご参照ください。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準等】

　社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うにふさわしい人格、見
識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある
者を、候補者に指名することを基本方針としております。

　また、独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件と同一にしており、十分な独立性を担保できるも
のと判断しております。

【原則4-10-1　任意の仕組みの活用】

　本報告書Ⅱ.1.【任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性】をご参照ください。

【補充原則4-11-1　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

　取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がなされるよう独立社外取締役3名を含む7名で構成しております。

　取締役候補者は、原則として執行役員の中から、事業部門やコーポレート部門における業務経験に基づく知見や総合的な判断力を持つ者を、
取締役会全体のバランスを考慮の上選定し、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て会社推薦することとしております。

　独立社外取締役は、他社での経営経験者に加え、財務、法務、ICTなど会社経営に資する高い知見を有する者を候補者としております。

　また、各取締役が有する主な専門的経験は「株主総会招集ご通知」及び統合報告書で開示しております。

株主総会招集ご通知

https://www.kanaden.co.jp/ir/stocks/meeting/

統合報告書

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/kanaden-report

【補充原則4-11-2　取締役及び執行役の他の上場会社の役員兼任状況】

取締役の重要な兼職状況については、「株主総会招集ご通知」等で毎年開示しております。

株主総会招集ご通知

https://www.kanaden.co.jp/ir/stocks/meeting/

【補充原則4-11-3　取締役会の実効性についての分析・評価】

　（1）評価の概要とプロセス

　取締役会議長は、取締役会の実効性に関する書面調査を各取締役及び各監査役に行った上、取締役会にて協議・検討し、その結果を当社ウェ
ブサイトで開示することとしております。書面調査につきましては、以下の質問項目に沿った全25問で構成し、6段階評価及び自由記述による評価
を実施しております。

　　＜質問項目＞

　　　①取締役会の構成

　　　②取締役会の運営

　　　③取締役会の役割・責務

　　　④取締役会の機能発揮（任意の委員会の活用）

　　　⑤取締役会への支援体制

　（2）2025年度評価結果の概要及び今後の取組

　2025年度に実施した実効性評価では、6段階評価（0～5）のうち平均が3.8であり、当社の取締役会は概ね実効性が確保されているものと判断し
ております。昨年からの改善点では、社内情報を含む参考資料の充実や役員報酬議論の活発化等が挙げられました。一方、今後の課題として、
M&Aや海外展開における多角的なリスク検討や資料の早期提供等が挙がっております。

　この結果を踏まえ、今年度は将来的な取締役会の構成に関する検討や国内外のグループガバナンスの強化、迅速な資料提供に注力してまいり
ます。

　詳細につきましては、当社ウェブサイトよりご覧ください。

ガバナンス

https://www.kanaden.co.jp/sustainability/esg/governance/

【補充原則4-14-2　取締役及び執行役に対するトレーニングの方針】



　取締役・監査役がその役割・責務を適切に果たせるよう、コンプライアンス教育や取締役・監査役向け研修を実施することとしております。

　また、取締役候補者である執行役員には、経営幹部として求められる役割・責務や対応等に関する研修を実施することとしております。

【補充原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、株主・投資家等に対して、当社の財務内容や事業活動状況等の経営情報を的確に開示するとともに、企業理念や経営方針を明確に
伝え、それらに対する意見・批判を真摯に受け止めることを基本方針としております。

　この基本方針のもと、株主・投資家との対話の責任者を取締役管理本部長とし、担当部門を管理本部財務部財務企画課としております。

　また、個別の株主・投資家との対話に加え、機関投資家向けの決算説明会及び個人投資家向けの会社説明会を定期的に実施するとともに、年
1回株主アンケートを実施し、広く株主のご意見・ご提案をお聞きし、事業活動及びIR活動に反映しております。

　なお、株主・投資家との対話及び情報開示においては、ディスクロージャーポリシーに基づきインサイダー情報の管理を徹底しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月24日

該当項目に関する説明

　当社は、「中期経営計画（True Solution 2028）」において、2028年度の経営数値目標として、①営業利益82億円、②営業利益率5.0％以上、③RO

E10.0%以上を掲げております。

　当社の資本コストは、CAPMでの算定をもとに、7.0％程であると認識しており、資本コストを上回るROEを達成し続けることが、PBRの向上につな
がるものと認識しております。

＜サマリー＞

１．事業ポートフォリオの最適化

収益性の高い事業へ経営資源を適切に投下するとともに、低採算事業の見直しにより収益構造の強化を図ります。FAシステム事業及び半導体・
デバイス事業ではM&Aや技術力強化を通じた事業規模拡大を目指し、ビル設備事業及び社会インフラ事業では部門間連携や付加価値ビジネス
の展開を通じた利益率向上に注力してまいります。最適な事業ポートフォリオの形成により、安定的なキャッシュ・フローを創出します。

　

２．積極的な投資による成長基盤の強化

創出したキャッシュ・フローは、成長に向けた積極的な成長投資に投じており、今回の中期経営計画の3年間で150億円の成長投資を計画しており
ます。価値創造の源泉である人的資本、知的資本、社会関係資本に対し、資本コストを意識した効果的な資本投下を行うことで、当社グループの
成長基盤を強化し、新たな価値を生み出す好循環につなげてまいります。

３．株主還元の強化

当社は、企業価値向上に向けた積極的な成長投資を行っていく一方で、株主の皆様に対する適切な利益還元を重要な経営課題と位置付けてお
ります。この方針のもと、配当につきましては、連結株主資本配当率（DOE）4.5%を基準指標とするとともに、累進配当による安定した配当の維持継
続に努めてまいります。

また、自己株式の取得についても、財務健全性や資本効率を総合的に判断した上で、機動的に実施してまいります。

＜開示資料＞

詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております資料をご参照ください。

・中期経営計画

https://www.kanaden.co.jp/ir/plan/

・統合報告書「KANADEN REPORT 2025」

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/kanaden-report/#librarys

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三菱電機株式会社 4,720,000 21.17

カナデン取引先持株会 2,959,800 13.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,773,900 7.96

カナデン従業員持株会 855,968 3.84

三菱倉庫株式会社 656,329 2.94

BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 417,800 1.87



株式会社サンセイテクノス 230,000 1.03

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 222,400 1.00

DFA INTL SMALL CAP VALLUE PORTFORIO 210,995 0.95

JP MORGAN CHASE BANK 385781 199,043 0.89

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

注）　

１．当社は、自己株式を204,339株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式（204,339株）を控除して計算しております。

３．大株主の状況は、2026年3月31日時点の株主名簿の数値をもとに記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社のその他の関係会社である三菱電機株式会社は当社株式4,720千株（自己株式を控除した持株比率21.17%）を保有しており、当社は同社の
持分法適用関連会社であります。

　また、同社は販売部門の主要仕入先かつ重要な取引先であり、当社単体の売上高の4.5%、仕入高の54.2%の割合を占めております。同社との間
には販売代理店契約を締結し、取引関係は安定しており、売上高、仕入高及び仕入割引についての価格その他の取引条件は、市場の実勢を参
考に折衝の上、取引価格を決定しております。　

　同社から当社に対する事業上の制約はなく、当社は独自の経営判断に基づき事業活動を行っております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年



取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

伊藤　弥生 他の会社の出身者

今戸　智恵 弁護士

大下　元 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

伊藤　弥生 ○ ―――

　伊藤弥生氏は、社外取締役となること以外の
方法で会社経営に関与した経験はありません
が、事業戦略やＩＣＴに関する豊富な経験と見
識を有していることから、引き続き社外取締役
として、事業戦略やＤＸ等について適切な助言
を期待し選任しております。また、同氏は独立
役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断しております。

今戸　智恵 ○ ―――

　今戸智恵氏は、社外取締役となること以外の
方法で会社経営に関与した経験はありません
が、弁護士として企業法務に精通しており、上
場会社の社外取締役の経験を有していること
から、引き続き社外取締役として、コンプライア
ンスやガバナンス等について適切な助言を期
待し選任しております。また、同氏は独立役員
の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じる
おそれがないと判断しております。

大下　元 ○ ―――

　大下元氏は、会社経営者としての経験に加
え、上場企業の社外取締役（監査等委員）の経
験を有していることから、当社の取締役会にお
いて事業戦略や財務戦略等について適切な助
言を得られるものと期待し選任しております。ま
た、同氏は独立役員の要件を充たし、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないと判断して
おります。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 1 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 1 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

指名・報酬諮問委員会の概要

【目的】

　当社は、取締役及び執行役員の指名並びに取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらな
る充実を図るため、2018年度から指名・報酬諮問委員会を設置しております。

【構成】

　当委員会は、独立性及び中立性を確保するために、委員長を独立社外取締役とし、委員の過半数を社外取締役から選任することとしており、そ
の構成は、社外取締役3名（委員長：伊藤　弥生、委員：今戸　智恵、大下　元）、社内取締役1名（委員：黒田　暢彦）の4名です。

【活動状況】

　取締役及び執行役員の選任・解任（解職）、サクセッションプランの策定及び取締役の報酬等について、取締役会または代表取締役からの諮問
を受け、委員会において審議・答申を行っています。

2025年度に開催した指名・報酬諮問委員会の各委員の出席状況

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　出席回数

永島　義郎（社外取締役）　　5回中5回出席

伊藤　弥生（社外取締役）　　5回中5回出席

今戸　智恵（社外取締役）　　5回中5回出席

三枝　裕典（社内取締役）　　2回中2回出席

黒田　暢彦（社内取締役）　　3回中3回出席

注）

１．2025年6月27日開催の第175回定時株主総会の終結の時をもって、取締役三枝　裕典氏は任期満了により退任いたしました。

２．2026年6月23日開催の第176回定時株主総会の終結の時をもって、取締役永島　義郎氏は任期満了により退任いたしました。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。

　内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報
告するものとしております。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

野口　昌邦 公認会計士

小川　千恵子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野口　昌邦 ○ ―――

　野口昌邦氏は、社外取締役（監査等委員）又
は社外監査役となること以外の方法で会社経
営に関与した経験はありませんが、公認会計
士の資格を有し、上場企業の社外監査役を務
めるなど、財務・会計に関する相当な知見を有
していることから、社外監査役として、その知
見・ノウハウを当社経営の監査に反映していた
だくことを期待し選任しております。

　また、同氏は独立役員の要件を充たし、一般
株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し
ております。

小川　千恵子 ○ ―――

　小川千恵子氏は、社外取締役（監査等委員）
又は社外監査役となること以外の方法で会社
経営に関与した経験はありませんが、公認会
計士の資格を有し、会計分野に関する国際的
な見識を有していることから、社外監査役とし
て、その知見・ノウハウを当社経営の監査に反
映していただくことを期待し選任しております。

　また、同氏は独立役員の要件を充たし、一般
株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し
ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、固定報酬としての基本報
酬、業績連動報酬（賞与）及び中長期的な企業価値の向上に資する株式報酬により構成しております。

　また、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

　なお、上記業績連動報酬（賞与）、株式報酬の決定に関する方針は、本報告書Ⅱ.1.【取締役報酬関係】をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年度に係る取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

　　　　　　　　　　　　　　　支給対象人員　　　　　報酬等の総額　　　　　　　　基本報酬　　　　　　　　賞与　　　　　　　　　株式報酬　　　　　株式報酬　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（業績連動型）　　（勤務条件型）

取締役（うち社外取締役）12名（3名）　　　 225百万円（25百万円）　　103百万円（25百万円）　　105百万円（―）　　 1百万円（―）　 　15百万円（―）

監査役（うち社外監査役）　5名（4名）　　　　20百万円（ 8百万円）　　 20百万円（ 8百万円）　　　　　　―　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　―

合計　（うち社外役員）　　17名（7名） 　　　246百万円（34百万円）　　124百万円（34百万円）　　105百万円（―）　　 1百万円（―）　　 15百万円（―）

注)

1　上記の支給額には、2025年6月27日開催の第175回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び辞任した監査役2名が含まれてお
ります。

2　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。

3　業績連動報酬に係る指標は、経常利益等であり、その実績は本報告書Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の
コーポレート・ガバナンス体制の状況　1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示
内容」に記載のとおりです。

4　株式報酬の割当ての条件等は本報告書Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状
況　1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

5　取締役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第162回定時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与及び賞与は含まな
い）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名（うち、社外取締役は1名）です。

また、この報酬限度額とは別に2018年6月20日開催の第168回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与
のための報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名（うち社外取締役2名）です。

加えて、2021年6月24日開催の第171回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬を、業績連動型勤務条件
型の2種類で構成することを決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名（うち、社外取締役は3名）です。

6　2021年6月24日開催の第171回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬のうち、「業績連動型譲渡制限
付株式報酬」については年額30百万円以内、「勤務条件型譲渡制限付株式報酬」については年額30百万円以内とし、合計は年額50百万円以内と



決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名（うち、社外取締役は3名）です。

7　取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬諮問委員会が決定方針等との整合性を含む多角的な検討のうえ取締役会に答申し、
取締役会はその答申を尊重し決定しております。このことから、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容は基本方針及び決定方針に沿うも
のであると判断しております。

8　監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第162回定時株主総会において年額50百万円と決議いただいております。当該株主総会終結
時点の監査役の員数は、4名です。

9　取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額には、当事業年度において、過年度に割り当てた業績連動型譲渡制限
付株式について、業績達成条件が一部未達となったことに伴い、過年度に計上した費用（株式報酬費用）の戻入れを行った額△13百万円を含ん
でおります。なお、当事業年度における取締役等の報酬等の総額は、当該費用戻入れの影響を除いた場合は、239百万円となります。

10 第176回定時株主総会終結の時をもって、勤務条件型譲渡制限付株式報酬の期間が満了となるため、取締役4名（社外取締役を除く）の勤務

条件型譲渡制限付株式に係る譲渡制限を解除しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役及び監査役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。

　また、取締役の報酬等の決定方針については、以下のとおりとしております。

　

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の
取締役の報酬の決定に際しては各役位、業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報
酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成しておりますが、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払
うこととしております。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、役位に応じた月例の固定報酬とし、外部専門機関の客観的な報酬調査データ（業種・業態、売上高、時価総額、
従業員数等）及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

３．業績連動報酬及び非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方
針を含む。）

　業績連動報酬等は、事業年度の連結経常利益の一定割合を原資とし、賞与として毎年一定期日に支給するものとしております。

　個人別の報酬額は、業績貢献度及び役位を基に決定しております。

　

　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬としております。

<譲渡制限付株式報酬の内容>

（１）概要

　社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」という）に付与する譲渡制限付株式について、(ア) 「対象となる中期経営計画ごとに当社の取締

役会においてあらかじめ設定した経営目標数値の達成度に応じて」譲渡制限を解除するもの（以下「業績連動型譲渡制限付株式報酬」という）と、(
イ)「対象取締役が、譲渡制限期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として」譲渡制限を解除
するもの（以下「勤務条件型譲渡制限付株式報酬」という）とが併存する形としております。

（２）対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限額および上限数

　対象取締役に譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総額は、「業績連動型譲渡制限付株式報酬」については年額30
百万円以内、「勤務条件型譲渡制限付株式報酬」については年額30百万円以内とし、これらの合計は年額50百万円以内としております。

　また、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は、「業績連動型譲渡制限付株式報酬」については年60千株以内、「勤務条件
型譲渡制限付株式報酬」については年60千株以内とし、これらの合計は年100千株以内としております。

　また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。

　譲渡制限付株式の付与に際しては、当社の取締役の報酬等として普通株式の発行または自己株式の処分が行われ、金銭の払込み等は要せ
ず、対象取締役の報酬額は、1株につき取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として算
出することとしております。

（３）対象取締役に対して付与する業績連動型譲渡制限付株式の概要

　業績連動型譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契
約1」という）を締結するものとしております。

イ．対象取締役は、譲渡制限期間において、本割当契約1により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式1」という）について、譲渡、担
保権の設定その他の処分をしてはならないと定めております。（以下「譲渡制限1」という）

譲渡制限期間は、中期経営計画の対象期間に合わせて、1年間から5年間までのうち、取締役会が定める期間としております。

ロ．対象となる中期経営計画ごとに当社の取締役会においてあらかじめ設定した経営目標数値の達成度に応じて、本割当株式1の全部又は一部
について譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限1を解除し、その後、対象取締役は、譲渡制限1を解除された本割当株式1を自由に譲渡等でき
ることとしております。

ハ．対象取締役が譲渡制限期間の満了する前に当社の取締役の地位を喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由があるときを除



き、当社は、本割当株式1を当然に無償で取得することとしております。

　　他方、当社の取締役会が正当と認める理由により、当社の取締役の地位を喪失した場合には、譲渡制限期間が満了した時点で本割当株式1
の全部または一部の譲渡制限1を解除することとしております。

ニ．当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（ロ）および（ハ）の定めに基づき譲渡制限1が解除されていない本割当株式1を当然に無
償で取得することとしております。

ホ．当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、株式移転計画その他の組織再編等
に関する事項が当社株主総会で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該組織再編等が承認された日において対象取締役が保有す
る本割当株式1の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限1を解除することとしております。

ヘ．上記（ホ）に規定する場合においては、当社は、上記（ホ）の定めに基づき譲渡制限1が解除された直後の時点において、なお譲渡制限1が解
除されていない本割当株式1を当然に無償で取得することとしております。

ト．上記（イ）から（ヘ）のほか、本割当契約1における意思表示・通知の方法、本割当契約1改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契
約1の中で定めることとしております。

（４）対象取締役に対して付与する勤務条件型譲渡制限付株式の概要

　勤務条件型譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契
約2」という。）を締結するものとする。

イ．対象取締役は、譲渡制限期間において、本割当契約2により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式2」という）について、譲渡、担
保権の設定その他の処分をしてはならないと定めております。（以下「譲渡制限2」という）

譲渡制限期間は、中期経営計画の対象期間に合わせて、1年間から5年間までのうち、取締役会が定める期間としております。

ロ．対象取締役が譲渡制限期間の満了する前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、当社の取締役会が正当
と認める理由があるときを除き、当社は、本割当株式2を当然に無償で取得するものとしております。

ハ．当社は、対象取締役が、譲渡制限期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当
株式2の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限2を解除するものとしております。ただし、対象取締役が、上記（ロ）に定め
る当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記（ロ）に定めるいずれの地位も喪失したときには、譲渡制限2を
解除する本割当株式2の数及び譲渡制限2を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとしております。

ニ．当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（ハ）の定めに基づき譲渡制限2が解除されていない本割当株式2を当然に無償で取得す
るものとしております。

ホ．当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、株式移転計画その他の組織再編等
に関する事項が当社の株主総会で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等が承認された日において対象取締役が
保有する本割当株式2の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限2を解除するものとしております。

ヘ．上記（ホ）に規定する場合においては、当社は、上記（ホ）の定めに基づき譲渡制限2が解除された直後の時点において、なお譲渡制限2が解
除されていない本割当株式2を当然に無償で取得するものとしております。

ト．上記（イ）から（ヘ）のほか、本割当契約2における意思表示・通知の方法、本割当契約2改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契
約2の中で定めるものとしております。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行
うものとしております。取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合で取締役の個人別の報酬
等の内容を決定することとしております。

　　役位　　　　基本報酬　　業績連動賞与　　譲渡制限付株式報酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　業績連動型　　勤務条件型

取締役社長 　　31.7％　　　　56.5％　　　　　　　5.9％　　　　5.9％

役付取締役 　　33.8％　　　　54.6％　　　　　　　5.8％　　　　5.8％

取締役　　　　　 34.2％　　　　54.4％　　　　　　　5.7％　　　　5.7％

注　１　報酬には使用人兼務分を含めております。また、社外取締役は含めておりません。

　 　２　上記割合は中期経営計画の経営目標数値を100％達成した場合の割合を示しており、業績の結果によって報酬の割合は変動

　　　　 します。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　当社では、社内規程に基づき各取締役の基本報酬の額、各取締役の業績貢献度、役位に応じた賞与の配分及び株式報酬の割当てを算定し、
その内容について指名・報酬諮問委員会において検討を行うものとしております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し個人別
の報酬等の内容を決定することとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役の補助及び情報伝達はその必要の都度、または社外取締役及び社外監査役の要請により本社総務部門が担って
おります。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

本橋　伸幸 相談役
社長等からの諮問に対する相談・
助言等

常勤・報酬有 2025/6/27 1年（最長2年）

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、コーポレート・ガバナンス体制を次のとおり構築しております。体制についての模式図は、本報告書Ⅴ.2.「コーポレート・ガバナンス体制
図」をご参照ください。

１．取締役会

　取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がなされるよう社外取締役3名を含む7名で構成しており、毎月の定例取締役会の他、必要に応じて臨時
取締役会を開催しております。

　また、取締役会の補助機関として経営会議を設置し、原則毎週1回、経営に関する重要事項について審議・意思決定を行っております。

　さらに、取締役及び執行役員で構成する執行役員会を毎月1回定期的に開催し、業務執行内容の報告を求めるとともに、経営の意思決定が的
確に業務執行部門に伝わる仕組みとしております。

【取締役会の審議内容等】

　2025年度は、取締役会を計13回（うち臨時1回）開催しました。（取締役会1回あたりの開催時間：約1時間25分）

審議の実績は以下のとおりです。

・経営方針・事業戦略

　2035年を目標とした長期目標及び2028年を最終年度とした中期経営計画の策定、年間の財務計画、マテリアリティの中長期目標の設定、海外
展開等に関し活発に議論しました。海外については2025年４月に開設したインド拠点やＡＳＥＡＮ拠点の再編を中心に議論しました。

・ガバナンス

　サクセッションプランに基づき、次世代リーダーの選抜や役員報酬体系、コーポレート・ガバナンスの強化に関して活発に議論しました。また、202
4年12月にＭ＆Ａを実施した髙島電機や海外関係会社を含むグループ全体としてガバナンス強化についても引き続き議論を重ねていきます。

・人的資本の強化

　社員のエンゲージメント向上や、社会・サプライチェーンを含めた人的資本経営のあり方について議論しました。各制度の浸透状況のモニタリン
グや、育成・研修の強化について引き続き議論を重ねていきます。

・戦略的投資（Ｍ＆Ａ）

　グループ全体でのシナジー創出や今後のＭ＆Ａ方針等について議論しました。中長期的な投資額の設定や投資成果のモニタリングについて引
き続き議論を重ねていきます。

・カナデンＤＸ

　基幹システムや営業支援システムの活用状況、ＤＸを通じた業務効率化、デジタルマーケティングの進捗について議論しました。ITガバナンスの
更なる向上と、ＡＩの活用による生産性の向上について引き続き議論を重ねていきます。

２．監査役会

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成され、監査役会が定めた監査の方針等に従い、取締役会・執行役員会その他重要な会議に出席
する他、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するなどの監査を実施しております。また、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めるなどの監査も実施しております。

３．会計監査人

　会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任しておりますが、同監査法人及び当社会計監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当
社の間には、特別な利害関係はございません。また、同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与
することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づ
き報酬を支払っております。

４．内部監査

　内部監査部門として監査部を設置し、監査部長を含む5名体制で業務執行から独立した立場で各事業部門の事業運営活動が法令、定款、社内



規程並びに会社の経営方針や事業計画に沿って行われているかを検証し、各事業部門に具体的な助言・勧告を行うことにより、会社の健全性の
保持に努めております。内部監査は年間計画に基づき実施され、その結果は代表取締役、監査役に報告され、実施状況・結果を経営者が把握す
るとともに、対象部門の執行役員がフォローアップを実施しております。

　

５．任意の委員会

　役員の指名・報酬機能に関しては、取締役及び執行役員の指名並びに取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コー
ポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、2018年度から指名・報酬諮問委員会を設置しております。詳細は、本報告書

Ⅱ.1.【任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性】をご参照ください。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役制度を採用しております。また、執行役員制度により、経営と執行を分離することで取締役会は意思決定の迅速化と経営の効率
性を高めるものとしております。なお、この執行役員制度は株主の信任を得て、定款においても規定しているものです。さらに、社外取締役3名と社
外監査役2名を招聘することにより、経営の透明性と公正性を確保しております。

　また、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役及び執行役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性
を担保しております。

　このように業務執行、監査・監督等の区分を明確にし、統制を図ることにより当社の企業統治体制は十分有効に機能しており、現時点において
当社に最も適した仕組みであると判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会開催日のおよそ3週間前に発送しております。

また、これに先立ち株主総会開催日のおよそ1カ月前に当社ウェブサイトに掲載し、株主
の皆様が早期に検討できるよう努めております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避した平日に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット等による議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家の議決権行使促進のため、議決権行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供

「株主総会招集ご通知」の要約を英訳し、東京証券取引所及び当社のウェブサイトに掲載
しております。

英文株主総会招集ご通知

https://www.kanaden.co.jp/en/ir/library/meeting/

その他

東京都中央区の本社施設内の会場で株主総会を開催しております。

また、株主総会の様子を撮影した動画を当社ウェブサイトにて事後配信しております。

株主総会動画

https://www.kanaden.co.jp/ir/stocks/meeting/

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社のディスクロージャーポリシーを当社ウェブサイトにて掲載しております。

ディスクロージャーポリシー

https://www.kanaden.co.jp/ir/disclosure-policy/



個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向けに会社説明会を開催しております。

また、会社説明会の資料及び動画を当社ウェブサイトにて掲載しております。

個人投資家向け会社説明会資料

https://www.kanaden.co.jp/ir/investor/

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第2四半期（中間）決算説明会を開催しております。

また、決算説明会の資料及び動画を当社ウェブサイトにて掲載しております。

決算説明会資料

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/results-briefing/

あり

IR資料のホームページ掲載

決算短信、有価証券報告書（半期報告書）、招集ご通知、コーポレートガバナ
ンス報告書、決算説明会資料、統合報告書、株主通信、その他適時開示書類
等を掲載しております。

また、業績ハイライトや中期経営計画に関する情報も当社ウェブサイトにて掲
載をしております。

日本語

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/settlement/

英語

https://www.kanaden.co.jp/en/ir/library/settlement/

IRに関する部署（担当者）の設置
IRに関する担当部署として、2023年4月に管理本部財務部内に財務企画課を
設置し、IR・株式事務全般を担当しております。

当該部門の担当役員は、取締役管理本部長　黒田　暢彦であります。

その他
株主の皆様に年2回「株主通信」を送付する他、年1回株主アンケートを実施
し、株主の皆様のご意見をお聞かせいただいております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社グループは、株式取扱規則等の社内規程等に、株主をはじめとする広くステークホ
ルダーの皆さまの立場を尊重する考えを十分に反映し、運用しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社グループは、環境問題は重要な課題の一つであると捉え、カナデングループ環境方
針のもと、地球環境の保全と調和を目指しております。

　事業活動においては、お客さまに最適なソリューションを提案することにより、新たな環境
ビジネスを創出していきます。　

　環境保全・社会貢献活動の詳細は、当社ウェブサイトに掲載しております。

サステナビリティ

https://www.kanaden.co.jp/sustainability/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社グループは、高い倫理観を持ち、健全で誠実な事業活動によって、株主にとどまら
ず、従業員、取引先、金融機関、地域社会などの多様なステークホルダーとの対話を通
じ、期待と信頼に応えていくことを基本方針としております。

　この考えのもと、当社グループは、広く社会とのコミュニケーションを心がけ、企業情報の
適時、適切な開示を行っております。

　また、当社グループをより深くご理解いただくために、年1回当社グループの事業活動や
財務・非財務情報を取りまとめた統合報告書を発刊しております。

統合報告書

https://www.kanaden.co.jp/ir/library/kanaden-report/

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

業務の適正を確保するための体制に関する基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、役員及び従業員が法令を遵守し社会規範に則った事業活動を行うためにカナデングループ行動憲章及びカナデングループ倫理・行動
規範を定め、あらゆる機会を通じ教育を行う。



(2)当社は、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、役員及び従業員が高い倫理観に基づいた行動をするよう、コンプライ
アンス推進のための取り組みを協議・実行する。

(3)当社は、反社会的勢力及び団体に対し、カナデングループ行動憲章及びカナデングループ倫理・行動規範をもって関係拒絶の姿勢を明確に
し、これを実行する。

(4)当社は、役職者が法令及び定款に適合した職務執行をすることを確保するために職務権限規程を定め、各職位に対する責任と権限を明確に
する。

(5)当社は、本社総務部門、人事部門、監査部門並びに外部の弁護士を窓口とした企業倫理ホットラインを設け、法令・定款等の違反行為を未然
に防止するとともに、違反行為が発生した場合には、迅速かつ適切な是正措置を講じる。

(6)当社は、稟議規程を定め、職務権限規程に則った責任と権限の明確化を促し、確認を保証し、記録を行い、その保存及び管理を通じて業務の
適正を確保する。

(7)当社は、代表取締役の指示のもと、当社グループ全体の内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、財務報告に係る内部統制の適切
かつ適正な運用を行う。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、取締役会規則及び経営会議規程の定めに基づき取締役会議事録及び経営会議議事録を本社総務部門において10年間保管する。

(2)本社総務部門は、取締役又は監査役が取締役会議事録又は経営会議議事録の閲覧を要請したときは、速やかにこれを閲覧に供せねばなら
ない。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社及び当社グループに及ぶ総合的なリスクの監視及び対応は本社総務部門が担い、財物リスク、法務リスク、環境リスク、労務リスク、情報
セキュリティ、取引信用リスク等、各部門所管業務に付随するリスクの管理は当該部門が行う。

(2)当社及び当社グループが危機的な状況に置かれた際の基本対応を危機管理規則及び災害対策規則として定める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、当社グループの企業理念及び経営方針を定め、これらを具現化するために中期経営計画を策定する。

(2)当社は、経営の意思決定の迅速化と事業活動の機動性を確保するために執行役員制度を制定する。

(3)取締役会は、執行役員の選任を行うとともに執行役員規程及び執行役員会規程を定め、執行役員の業務執行を監督する。

5.当社及び当社関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、関係会社が業務の適正を確保するために関係会社管理規程を定め、同規程に基づき経理部門及び事業推進部門が関係会社を所管
する。

　また、当社は、当社役員又は従業員に関係会社の取締役又は監査役を兼務させ、当該兼務者をして関係会社の取締役の職務執行状況を報告
させる。

(1)経理部門及び事業推進部門は、職務権限規程に則り関係会社に対し企業統治等、業務の適正を確保するための総合的な助言・指導を行う。

(2)監査部門は、関係会社に対し定期的な業務監査を行う。

(3)本社総務部門は、関係会社に対し法令遵守等の助言・指導を行う。

(4)輸出管理部門は、関係会社に対し安全保障輸出管理の助言・指導を行う。

(5)人事部門は、関係会社に対し労務管理の助言・指導を行う。

(6)財務部門は、関係会社に対し財務に関する助言・指導を行う。

(7)経理部門は、関係会社に対し会計及び経営管理に関する助言・指導を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関
する事項

(1)当社は、監査役会と協議のうえ監査役の職務を補助すべき使用人を設置しない。但し、監査役から特段の求めがあったときは、臨時にこれを設
置する。

(2)臨時に監査役の補助をする者は、管理部門に属する非管理職者とし、監査役の補助に従事するときは監査役以外からの指揮命令を受けな
い。

(3)臨時に監査役の補助をする者の補助に従事した期間に係る人事考課及び人事異動は監査役会に意見を求める。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

(1)取締役及び従業員は、監査役会に対し法定事項に加え当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、会計監査人及び内部監査人によ
る監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとし、報告したことを理由に不利益な取り扱いを受けることはない。

(2)当社は、企業倫理ホットラインの運用により、法令・定款等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上重要な事項等について知り得たと
きは監査役へ適切な報告をする。

8．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役会と代表取締役との間で、定期的に意見交換会を開催する。

(2)当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用
等が監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、これに応じる。

　参考資料：巻末「コーポレートガバナンス体制図」

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除に向け、カナデングループ行動憲章及びカナデングループ倫理・行動規範に次のように定めております。

　わたしたちは、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持ちません。

（1）反社会的勢力から不当な要求を受けたときは、金銭の供与などによる安易な解決をすることなく、毅然とした態度で対応します。

（2）反社会的勢力とは、いかなる取引も行いません。

（3）マネーロンダリングには一切協力しません。また、取引の中でマネーロンダリングに利用されることが無いように十分に注意します。

Ⅴその他



１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、適時開示体制について次のとおり定めております。

［決定事実・決算情報の開示に係る社内体制］

　・取締役会決議後、代表取締役が適時開示規則に則り速やかに情報開示。

［発生事実の開示に係る社内体制］

　・事実発生後、代表取締役が適時開示規則に則り速やかに情報開示。

　参考資料：巻末「適時開示体制図」





取 締 役 会 

代表取締役 

（情報取扱責任者） 

管理本部 情報開示 

情報収集部門 

各事業部・支社・支店 グループ会社 

【決定事実・決算情報の開示に係る社内体制】 

・取締役会決議後、代表取締役が適時開示規則に則り速やかに情報開示。

【発生事実の開示に係る社内体制】 

・事実発生後、代表取締役が適時開示規則に則り速やかに情報開示。

・決定事項の取締役会決議

・発生事実公表後、取締役会報告

報告 指示 

報告 

報告 報告 

「適時開示体制図」




